
0
1
8
年
度
の
診
療
報
酬
と
介
護
報

酬
の
同
時
改
定
へ
検
討
作
業
が
始
ま
っ

た
。特
に
注
目
す
べ
き
は
、「
か
か
り
つ
け
医

機
能
」な
ど
の「
横
断
的
事
項
」で
あ
る
。

“
病
気
の
主
治
医
”か
ら

総
合
医
へ

　

か
か
り
つ
け
医
が「
い
る
」と「
い
な
い
が
、

い
る
と
よ
い
」は
回
答
者
の
7
割
強
に
上
る
。

「
最
初
に
か
か
り
つ
け
医
等
を
受
診
し
、必
要

に
応
じ
専
門
医
療
機
関
に
紹
介
し
て
も
ら
う
」

に
ほ
ぼ
7
割
が
賛
成
し
た
。

　

か
か
り
つ
け
医
を
持
つ
人
に「
ど
ん
な
医

師
か
」と
尋
ね
た
と
こ
ろ
、そ
の
半
数
は「
現

在
あ
る
い
は
過
去
に
か
か
っ
た
病
気
の
主
治

医
」と
答
え
た
。2
割
弱
は「
健
康
に
つ
い
て

何
か
心
配
が
あ
る
と
き
幅
広
く
診
て
も
ら
う

医
師
」、1
割
強
は「
病
気
を
限
定
せ
ず
に
総

合
的
に
診
て
く
れ
る
医
師
」と
答
え
た（
い
ず

れ
も
日
本
医
師
会
総
合
政
策
研
究
機
構
の
14

年
調
査
）。

　

健
保
連
の
ア
ン
ケ
ー
ト
で
も「
病
気
に
な

る
と
い
つ
も
相
談
し
、診
察
を
受
け
る
医
師

が
い
る
」と
の
回
答
は
総
数
の
2
割
強
に
止

ま
る
。そ
の
医
師
の
9
割
近
く
は
診
療
所
の

所
属
だ
っ
た（
11
年
調
査
）。

　

日
本
医
師
会
と
四
病
院
団
体
協
議
会
は
、

か
か
り
つ
け
医
を
、こ
う
定
義
す
る
。

　
「
な
ん
で
も
相
談
で
き
る
上
、最
新
の
医
療

情
報
を
熟
知
し
て
、必
要
な
と
き
に
は
専
門
医
、

専
門
医
療
機
関
を
紹
介
で
き
、身
近
で
頼
り

に
な
る
地
域
医
療
、保
健
、福
祉
を
担
う
総
合

的
な
能
力
を
有
す
る
医
師
」。

　

現
状
の「
病
気
の
主
治
医
」に
止
ま
っ
て
い

て
は「
か
か
り
つ
け
医
」と
は
言
え
な
い
。

一
般
診
療
所
の

“
出
前
”増
加

　

両
報
酬
の
同
時
改
定
に
対
し
中
央
社
会
保

険
医
療
協
議
会（
中
医
協
）と
社
会
保
障
審
議

会
介
護
給
付
費
分
科
会
は
意
見
交
換
会
で
、

ま
ず「
看
取
り
」や「
訪
問
看
護
」な
ど
を
テ
ー

マ
に
挙
げ
た
。

　

地
域
医
療
構
想
に
基
づ
く
病
院
群
の
機
能

分
化
・
病
床
数
削
減
は
、各
地
の
在
宅
医
療
に

現
在
よ
り
約
30
万
人
増
の
療
養
者
・
重
度
要
介

護
者
の
引
き
受
け
を
迫
る
。年
間
の
死
亡
者

数
も
15
年
の
約
1
2
9
万
人
か
ら
1
6
0
万

人
台
へ
増
え
続
け
る
。病
院
頼
み
の
療
養
・
看

取
り
は
現
在
の
体
制
で
は
対
応
不
能
に
陥
る
。

　

し
か
し
、在
宅
で
の
看
取
り
に
あ
た
る
病
院
・

診
療
所
は
総
数
の
5
％
に
す
ぎ
な
い
。現
代
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在宅医療サービスを実施する一般診療所の施設数

0 5,000 10,000 15,000 20,000 25,000

訪問診療

往 診

在宅看取り

（参考）
在宅療養支援
診療所の届出数

（在支診）10,702

9,289

3,042

14,188

（在支診以外）9,895

14,069

1,270 全4,312施設

全20,597施設

全23,358施設

出典：平成26年度医療施設調査（厚生労働省）（特別集計）

■在宅療養支援診療所　■在宅療養支援診療所以外の一般診療所

（施設）

版
か
か
り
つ
け
医
の
在
宅
療
養
支
援
診
療
所

数
も
伸
び
悩
む（
約
1
・
4
万
カ
所
）。

　

一
方
で
、一
般
診
療
所
が“
出
前
サ
ー
ビ
ス
”

を
始
め
る
事
例
は
増
え
た
。1
万
カ
所
近
く

が「
訪
問
診
療
」、約
1
・
4
万
カ
所
は「
往
診
」、

約
1
3
0
0
カ
所
は「
在
宅
看
取
り
」を
実
施

す
る（
図
表
参
照
）。

　

確
か
に
現
場
で
聴
く
と「
通
院
が
難
し
い

高
齢
患
者
が
増
え
て
」と
語
る
開
業
医
が
目

立
ち
、待
ち
の
姿
勢
で
は
通
用
し
な
い
時
代

を
迎
え
つ
つ
あ
る
。

　

在
宅
医
療
・
介
護
に
不
可
欠
な
訪
問
看
護

ス
テ
ー
シ
ョ
ン
数
は
直
近
5
年
間
で
1
・

4
倍
に
伸
び
た（
16
年
時
点
で
介
護
保
険

適
用
8
4
8
4
事
業
所
、
医
療
保
険
適
用

8
6
1
3
事
業
所
）。た
だ
し
、そ
の
半
数
近

く
は
従
事
者
5
人
未
満
の
小
規
模
運
営
だ
。

訪
問
診
療
と
訪
問
看
護
の

一
体
化

　

こ
れ
ら
現
状
の“
診
断
”か
ら
診
療
報
酬
・

介
護
報
酬
改
定
の
在
宅
医
療
の
ポ
イ
ン
ト
は

絞
ら
れ
る
。

　

一
般
診
療
所
で
負
担
感
が
重
い
の
は「
在

宅
患
者
に
対
す
る
24
時
間
対
応
」と
の
声
が

飛
び
抜
け
て
多
い（
日
本
医
師
会
・
17
年
調
査
）。

か
か
り
つ
け
医
の
夜
間
・
時
間
外
の
負
担
を

軽
減
す
る
複
数
診
療
所
の
連
携
促
進
策
や
、

容
体
急
変
時
の
在
宅
患
者
を
受
け
入
れ
る
地

域
包
括
ケ
ア
病
棟
の
強
化
策
が
盛
り
込
ま
れ

る
だ
ろ
う
。

　

か
か
り
つ
け
医
の
訪
問
診
療
は
、看
護
師
、

介
護
職
、介
護
支
援
専
門
員
、薬
剤
師
ら
と
チ
ー

ム
を
組
む
こ
と
で
成
り
立
つ
。と
り
わ
け
訪

■
宮
武  

剛
（
み
や
た
け
・
ご
う
）

毎
日
新
聞
社
・
論
説
副
委
員
長
、埼
玉
県
立
大
学
、目
白
大
学
・
大
学
院
の

教
授
を
経
て
、財
団
法
人
・
日
本
リ
ハ
ビ
リ
テ
ー
シ
ョ
ン
振
興
会
理
事
長
。

財
務
省「
財
政
制
度
等
審
議
会
」委
員
や
Ｎ
Ｐ
Ｏ「
福
祉
フ
ォ
ー
ラ
ム
・
ジ
ャ

パ
ン
」会
長
も
務
め
る
。

問
看
護
と
の
一
体
化
が
急
務
だ
。前
回
の
報

酬
改
定
で
導
入
さ
れ
た
機
能
強
化
型
の
訪
問

看
護
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
の
拡
充
策
や
、介
護
と

療
養
の
両
面
で
在
宅
の
重
度
者
を
支
え
る
看

護
小
規
模
多
機
能
型（
旧
・
複
合
型
）の
普
及

策
が
焦
点
に
な
る
だ
ろ
う
。

　

意
見
交
換
会
で
は
将
来
的
な
重
要
課
題
も

示
さ
れ
た
。た
と
え
ば「
中
医
協
の
資
料
で
は
、

訪
問
診
療
の
約
半
数
は
健
康
相
談
、バ
イ
タ

ル
チ
ェ
ッ
ク
、服
薬
管
理
な
ど
で
、本
当
に
医

師
が
対
応
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
か
」（
幸

野
庄
司
・
健
保
連
理
事
）。「
医
療
機
関
が
在
宅

で
看
取
り
を
し
た
場
合
、診
療
報
酬
で
評
価

す
る
の
か
、介
護
報
酬
で
評
価
す
る
の
か
明

確
に
す
る
必
要
が
あ
る
」（
鈴
木
邦
彦
・
日
本

医
師
会
常
任
理
事
）。

　

看
護
師
や
介
護
職
の
役
割
と
権
限
を
も
っ

と
広
げ
、強
め
ら
れ
る
か
ど
う
か
。医
療
・
看

護
・
介
護
が
一
体
と
な
っ
た
在
宅
看
取
り
を

ど
う
評
価
す
べ
き
か
。

　

今
回
の
同
時
改
定
で
解
答
を
出
す
の
は
難

し
い
が
、本
格
的
に
議
論
を
詰
め
る
格
好
の

機
会
で
あ
る
。

25 健康保険■ 2017.6


